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別紙第１ 

職員の給与に関する報告 

 

 本委員会は、職員の給与及び民間事業従事者の給与、生計費その他の職員の給与を決

定する諸条件について調査、検討を行ったので、その結果を報告する。 

 

１ 職員の給与 

本委員会が本年４月１日現在で実施した「令和５年職員給与実態調査」によると、

「一般職の職員の給与に関する条例」、「一般職に属する学校職員の給与に関する条

例」、「一般職の任期付研究員の採用等に関する条例」及び「一般職の任期付職員の

採用等に関する条例」の適用を受け、本委員会が給与勧告の対象としている職員（以

下「職員」という。）の総数は１７，９９９人であって、これらの職員は、従事する職務

の種類に応じ、行政職、公安職、海事職、研究職、医療職、教育職及び特定任期付職

員の給料表の適用を受けている。 

このうち、民間給与との比較を行った行政職給料表の適用者４，４９８人の平均給与月

額は３５２，６８３円であり、その平均年齢は４２．６歳となっている。 

また、警察官、教員等を含めた職員全体の平均給与月額は３７３，９２２円である。 

 

２ 民間給与の調査 

本委員会は、職員の給与と民間給与との精確な比較を行うため、企業規模５０人以上

で、かつ、事業所規模５０人以上である県内の５５５の民間事業所のうちから、層化無作

為抽出法によって抽出した１６４の事業所を対象に、「令和５年職種別民間給与実態調

査」を実施した。 

本年の調査では、公務の行政職に類似すると認められる事務・技術関係の２２職種 

７，１７９人及び研究員、医師等の５４職種１，２８６人について、本年４月分として支払わ

れた給与月額等を調査するとともに、民間事業所における特別給等の支給状況や、給

与改定及び家族手当の支給の状況等について調査を行った。 

 



- 2 - 

３ 職員給与と民間給与との比較 

(1) 月例給 

職員給与実態調査及び職種別民間給与実態調査の結果に基づき、公務にあっては

行政職、民間にあってはこれに相当する職種の職務に従事する者について、責任の

度合い、学歴及び年齢が同等であると認められる者の相互の給与をラスパイレス方

式により比較したところ、次表に示すとおり、１人当たり平均にして職員給与が民

間給与を３,７６６円（１．０５％）下回っている。 

 

民間給与と職員給与の較差 

民 間 給 与 

（Ａ） 

職 員 給 与 

（Ｂ） 

公 民 較 差 
（Ａ）－（Ｂ） 

 （Ａ）－（Ｂ） 
×１００ 

（Ｂ） 

３６１，０２３円 ３５７，２５７円 
３,７６６円 
（１．０５％） 

（注）１ 民間給与は、その責任の度合い、学歴及び年齢別の平均給与月額を 

算定し、これに対応する公務の職員数により加重平均したものである 

（ラスパイレス方式）。 

２ 民間にあっては本年度の新規学卒の採用者を、公務にあっては本年 

度の新規採用者、公益的法人等派遣職員、専従休職者等を除いている。 

３ 民間給与は、きまって支給する給与から時間外手当及び通勤手当を 

除いたものである。 

４ 職員給与は、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、 

初任給調整手当、単身赴任手当（基礎額）、特地勤務手当（これに準ず 

る手当を含む。）及びへき地手当（これに準ずる手当を含む。）を合計 

した額である。 

  

(2) 特別給 

昨年８月から本年７月までの１年間において、民間事業所で支払われた賞与等の

特別給及びその月の平均所定内給与は、次表に示すとおりであって、特別給の支給

額は、平均所定内給与月額の４．５１月分に相当している。 
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民間における特別給の支給状況 

特 別 給 の 支 給 額 
下半期   （Ａ１） 

上半期   （Ａ２） 

  ７８１，５１９ 円 

  ７４７，０５２ 円 

平均所定内給与月額 
下半期   （Ｂ１） 

上半期   （Ｂ２） 

  ３３８，９２６ 円 

  ３３９，６２３ 円 

特 別 給の 支 給 割 合 

下半期 （Ａ１／Ｂ１） 

上半期 （Ａ２／Ｂ２） 

   ２．３１ 月分 

   ２．２０ 月分 

年 間 計    ４．５１ 月分 

(注) 下半期とは令和４年８月から令和５年１月まで、上半期とは同年２月から７月

までの期間をいう。 

備考 職員の場合、現行の年間支給割合は、４．４０月分である。 

 

４ 職員給与と国家公務員給与との比較 

昨年４月における本県の行政職給料表適用者と国の行政職俸給表(一)適用者の給料

月額を、学歴及び経験年数を考慮して比較すると、国家公務員を１００としたときのラ

スパイレス指数は９９．０となっている。 

 

  本県のラスパイレス指数の推移 

年 令和２年 令和３年 令和４年 

ラスパイレス指数 ９９．３ ９８．９ ９９．０ 

 

  都道府県のラスパイレス指数の状況（令和４年） 

ラスパイレス指数 ９９未満 
９９以上 

１００未満 

１００以上 

１０１未満 
１０１以上 

団   体   数 １０ １７ １７ ３ 

   備考 都道府県のラスパイレス指数の平均は９９．８となっている。 

 
 

 



- 4 - 

５ 物価及び生計費 

総務省による本年４月の消費者物価指数は、昨年４月に比べ、全国で３．５％、山口

市で３．６％それぞれ上昇している。 

また、本委員会が、総務省による家計調査を基礎として算定した山口市における２

人世帯、３人世帯及び４人世帯の標準生計費は、本年４月において、それぞれ    

１１０，０４０円、１５１，８４０円及び１９３，６４１円となっている。 

 

６ 人事院の報告及び勧告 

人事院は、本年８月、月例給について国家公務員給与が民間給与を３，８６９円   

（０．９６％）下回っていることから、民間給与との均衡を図るため、俸給月額を引き

上げる勧告を行い、人材確保の観点等を踏まえ、若年層に重点を置いた。 

民間事業所で支払われた特別給については、所定内給与月額の４．４９月分に相当し、

国家公務員の特別給の支給割合（４．４０月分）が民間事業所の特別給の支給割合を下

回っていることから、民間の特別給の支給割合との均衡を図るため、期末手当及び勤

勉手当の支給月数をともに０．０５月分引き上げる勧告を行った。 

この他、初任給調整手当の支給月額の限度額の引上げ及び在宅勤務等手当の新設の

勧告を行った。 

人事院の給与勧告等の概要については、４５ページのとおりである。 

 

７ 給与の改定 

職員の給与決定に関係のある基礎的な諸条件は、これまで述べてきたとおりであり、

本委員会は、職員給与と民間給与、国家公務員給与等との比較結果及び人事院勧告の

内容等を総合的に勘案し、職員の給与について、次のとおり判断した。 

(1) 月例給 

本年４月時点で、職員給与と民間給与を比較した結果、前述のとおり、職員給与

が民間給与を３，７６６円（１．０５％）下回っていることから、民間給与との均衡を図

るため、給料表について、所要の改定を行う必要がある。 

改定に当たっては、人材確保の観点等を踏まえ、初任給及び若年層の引上げに重

点を置く必要がある。 
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(2) 特別給 

民間の支給割合との均衡を図るため、特別給の年間支給割合を０．１０月分引き上

げる必要がある。支給割合の引上げ分は、人事院勧告の内容に準じて、期末手当及

び勤勉手当に均等に配分することとする。 

また、定年前再任用短時間勤務職員、任期付研究員及び特定任期付職員について

も、所要の引上げを行う必要がある。 

なお、暫定再任用職員にあっては、条例に基づき、定年前再任用短時間勤務職員

と同様の取扱いとなる。 

 

(3) 初任給調整手当 

医師等に対する初任給調整手当について、人事院勧告の内容に準じて、最高支給

限度額を引き上げる必要がある。 

 

８ その他 

(1) 在宅勤務等手当 

人事院は、本年、在宅勤務を中心とした働き方をする職員の光熱・水道費等の費

用負担を軽減するため、在宅勤務等手当を新設する勧告を行った。 

今後の国の制度内容、他の都道府県の動向及び本県における在宅勤務の状況等に

留意する必要がある。 

 

(2) 給与制度のアップデート 

人事院は、人材の確保や組織パフォーマンスの向上など、人事管理の重要な課題

に迅速に対処するための具体的な取組を掲げ、その中で、社会と公務の変化に応じ

た給与制度の整備、いわゆる給与制度のアップデートに取り組むとし、令和６年に

向けて必要な措置を検討する事項の骨格案を示した。 

これらの内容は、地方公務員の給与制度にも大きく影響を及ぼすものであること

から、国の動向等を注視していく必要がある。 
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(3) ６０歳前後の職員の給与水準 

人事院は、令和６年以降も見据え、６５歳定年の完成を視野に入れた６０歳前・６０

歳超の各職員層の給与水準（給与カーブ）の在り方について、職員の役割・貢献に

応じた処遇の確保の観点から、人事管理に係る他の制度と一体で、引き続き検討を

行うと報告した。 

本県においても、引き続き、国の検討状況を注視していく必要がある。 

 

(4) 会計年度任用職員の給与 

地方自治法の改正等により、令和６年度から支給が可能となる会計年度任用職員

の勤勉手当等について、本県の実情や他の都道府県の動向等を踏まえ、検討を行う

必要がある。 


